
(参考）　地区計画等の手続きの流れ

事前相談書の提出

関係機関との協議・調整

地区計画等に関する依頼書の提出

依頼要件の審査

書類の補正

（要件不適合）

（要件適合）

【手続きを進めると判断した場合】 【手続きを進めないと判断した場合】

決定しない理由を依頼者へ通知

（都市計画決定をしない）

小牧市都市計画審議会
の意見を聴く

都市計画の原案の調整
愛知県市街化調整区域内地区計画連絡調整会議

公聴会・説明会の開催等（法16条1項）

都市計画決定手続きを進めるかどうかの判断

（様式第1）

（様式第2、第3、第4、第5、第6）

小牧市都市計画審議会へ付議

都市計画の原案の公告・縦覧（法16条2項）

愛知県知事協議

都市計画の案の作成

都市計画の決定・告示

都市計画の案の公告・縦覧（法17条）

結果を依頼者へ通知

（様式第7）

（様式第7）

関係区との協議・調整状況の確認

土地対策会議（愛知県・小牧市）


